
参考資料

老人福祉法（昭和三十八年七月十一日法律第百三十三号）

（市町村老人福祉計画）

第二十条の八 市町村は、老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業

（以下「老人福祉事業」という。）の供給体制の確保に関する計画（以下「市

町村老人福祉計画」という。）を定めるものとする。

２ 市町村老人福祉計画においては、当該市町村の区域において確保すべき老

人福祉事業の量の目標を定めるものとする。

３ 市町村老人福祉計画においては、前項の目標のほか、同項の老人福祉事業

の量の確保のための方策について定めるよう努めるものとする。

４ 市町村は、第二項の目標（老人居宅生活支援事業、老人デイサービスセン

ター、老人短期入所施設及び特別養護老人ホームに係るものに限る。）を定め

るに当たっては、介護保険法第百十七条第二項第一号 に規定する介護給付等対

象サービスの種類ごとの量の見込み（同法 に規定する訪問介護、通所介護、短

期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、

認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護、認知

症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型

サービス及び介護福祉施設サービス並びに介護予防短期入所生活介護、介護予

防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知

症対応型共同生活介護に係るものに限る。）並びに第一号 訪問事業及び第一号

通所事業の量の見込みを勘案しなければならない。

５ 厚生労働大臣は、市町村が第二項の目標（養護老人ホーム、軽費老人ホー

ム、老人福祉センター及び老人介護支援センターに係るものに限る。）を定め

るに当たって参酌すべき標準を定めるものとする。

６ 市町村は、当該市町村の区域における身体上又は精神上の障害があるため

に日常生活を営むのに支障がある老人の人数、その障害の状況、その養護の実

態その他の事情を勘案して、市町村老人福祉計画を作成するよう努めるものと

する。

７ 市町村老人福祉計画は、介護保険法第百十七条第一項 に規定する市町村

介護保険事業計画と一体のものとして作成されなければならない。

８ 市町村老人福祉計画は、社会福祉法第百七条 に規定する市町村地域福祉

計画その他の法律の規定による計画であって老人の福祉に関する事項を定める

ものと調和が保たれたものでなければならない。

９ 市町村は、市町村老人福祉計画（第二項に規定する事項に係る部分に限る。）

を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かな

ければならない。

１０ 市町村は、市町村老人福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、

これを都道府県知事に提出しなければならない。



介護保険法（平成九年十二月十七日法律第百二十三号）

（市町村介護保険事業計画）

第百十七条 市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする当該市町村が行

う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画（以下「市町村介護

保険事業計画」という。）を定めるものとする。

２ 市町村介護保険事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 当該市町村が、その住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、

人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するため

の施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域ごとの当該区

域における各年度の認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生

活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総

数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み

二 各年度における地域支援事業の量の見込み

３ 市町村介護保険事業計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に

掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

一 前項第一号の必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類

ごとの見込量の確保のための方策

二 各年度における地域支援事業に要する費用の額及び地域支援事業の見込

量の確保のための方策

三 介護給付等対象サービスの種類ごとの量、保険給付に要する費用の額、地

域支援事業の量、地域支援事業に要する費用の額及び保険料の水準に関する中

長期的な推計

四 指定居宅サービスの事業、指定地域密着型サービスの事業又は指定居宅介

護支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対

象サービス（介護給付に係るものに限る。）の円滑な提供を図るための事業に

関する事項

五 指定介護予防サービスの事業、指定地域密着型介護予防サービスの事業又

は指定介護予防支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の

介護給付等対象サービス（予防給付に係るものに限る。）の円滑な提供及び地

域支援事業の円滑な実施を図るための事業に関する事項

六 認知症である被保険者の地域における自立した日常生活の支援に関する

事項、居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者に係る医療その他の医療と

の連携に関する事項、高齢者の居住に係る施策との連携に関する事項その他の

被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事項

４ 市町村介護保険事業計画は、当該市町村の区域における要介護者等の人数、

要介護者等の介護給付等対象サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案

して作成されなければならない。

５ 市町村は、第二項第一号の規定により当該市町村が定める区域ごとにおけ

る被保険者の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握し

た上で、これらの事情を勘案して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努

めるものとする。



６ 市町村介護保険事業計画は、老人福祉法第二十条の八第一項 に規定する

市町村老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。

７ 市町村介護保険事業計画は、地域における医療及び介護の総合的な確保の

促進に関する法律第五条第一項 に規定する市町村計画との整合性の確保が図

られたものでなければならない。

８ 市町村介護保険事業計画は、社会福祉法第百七条 に規定する市町村地域

福祉計画、高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成十三年法律第二十六号）

第四条の二第一項 に規定する市町村高齢者居住安定確保計画その他の法律の

規定による計画であって要介護者等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項

を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

９ 市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更しようとするときは、

あらかじめ、被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとす

る。

１０ 市町村は、市町村介護保険事業計画（第二項各号に掲げる事項に係る部

分に限る。）を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の

意見を聴かなければならない。

１１ 市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞

なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。

【用語の説明】

○団塊の世代

第２次世界大戦後の昭和２２年～２４年生まれのベビーブームの世代のこと

をいいます。団塊の世代は、約８００万人おり、平成１４年～１６年の世代が

すべて高齢者になる平成２７年アでは高齢者人口が急増することから、「２０２

５」年問題と呼ぶこともある。

○高齢化率

高齢化率は、６５歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合をいう。

高齢社会とは、人口の高齢化が進んだ社会のことをいい、国連では、総人口

に占める高齢者人口の割合が７～１４％の社会を「高齢化社会」といい、１４％

を超えた社会を「高齢社会」、２１％を超えた社会を「超高齢社会」と表現して

いる。

○後期高齢

年齢７５歳以上の高齢者を対象とする。

○地域包括ケアシステム（地域包括ケア）

高齢者が重度の要介護状態となっても、可能な限り住み慣れた地域で、自分

らしい暮らしを続けられるように、予防・介護・生活支援・住まいの包括的な

支援・サービスを一体的に提供する体制や仕組みのことをいう。


